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４-１ プロジェクトの効果 

本プロジェクトの実施により、次のような効果が期待できる。 

表 ４-１ 本プロジェクトの効果 

現状と問題点 協力対象事

業での対応 
直接効果・改善程度 間接効果・改善程度 

海岸保全林が整

備されていない

ため、飛砂、強風、

砂の移動等によ

る被害が発生し、

海岸砂地周辺住

民の生活に支障

をきたしている。 

海岸保全林

の整備 

① 砂の移動が激しい海岸砂

地において、平均樹高1 m 
以上の海岸保全林が、700 
ha （対象地面積の約

80 %） 以上整備される。 
 

② 飛砂、強風、砂の移動等

による農漁村への被害が

軽減する（地域住民の強

風被害を受けた世帯の割

合88.0 % および飛砂被

害を受けた世帯の割合

59.6 % がそれぞれ減少

する） 。 
 

① 小規模二酸化炭素（CO2）吸収源となり、

地球温暖化防止に寄与する。 
② 海岸地域における自然環境の保全およ

び生物多様性の向上に寄与する。 
③ 保全林の維持管理作業を継続的に実施

することにより、地域住民の就労の場が

増える。 
④ 保全林の維持管理作業を継続的に実施

することにより、薪炭材や有機物が供給

される。 
⑤ 海岸保全林周辺の農地や水産施設の生

産性が向上する。 
⑥ 海岸保全林周辺で、新たに宅地、農地、

水産施設等が整備されるようになる。 
⑦ 海岸保全林が防潮林としての効果を発

揮し、高潮や津波の被害が軽減される。 

 

これらの効果と併せ、本プロジェクトの達成度を示す各指標を以下のように整理する。 

本プロジェクトの成果指標： 協力対象事業終了後、1 年目（ 初の雨季）の時点で、平均樹高1 m 以
上の海岸保全林が、700 ha （対象地面積の約80 %。現状では0 ha 。）

以上整備される。 

① 協力対象事業実施後5 年目以降に実施するアンケート調査で、地

域住民の強風被害件数が70％減少する（基本設計調査時88.0%（161
世帯/183世帯）が毎年被害を受けていたが、25％に減少する）。 

プロジェクト目標の指標： 

② 協力対象事業実施後5 年目以降に実施するアンケート調査で、地

域住民の飛砂被害件数が70％減少する（基本設計調査時59.6%（109
世帯/183世帯）が毎年被害を受けていたが、17.8％に減少する）。 
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（１） 成果指標について 

PACSA の瑕疵検査時（協力対象事業終了後、 初の雨季の末期）で実施した森林現況調査の結果、

造成された海岸保全林全体の生存率が 81 %であったことから設定した。本プロジェクトは PACSA に

比して技術的難易度の高い地域で植林を行うため生育環境は悪化するが、同時に PACSA の課題等を踏

まえ、土壌改良剤や元肥の見直し、保育期間の延長等を行ったことから、PACSA と同等程度の生存率

を確保することが必要であると判断したためである。また、樹高については、冠水地、半固定砂地に

おいても植栽木の平均樹高は 1 m 以上になると想定したことによる。 

評価のタイミングについては、乾季は落葉状態にある植栽木の生存と枯死の判別が困難であるため、

雨季の末期が 適であると思われる。 

 

（２） プロジェクト目標の指標について 

「２-２-３ 環境社会配慮」のとおり、基本設計調査時にアンケートを実施した対象地周辺の住民の

回答者 183 名のうち、88.0 %にあたる 161 名が強風による被害をほぼ毎年受けており、また、59.6 %

にあたる 109 名が飛砂による被害をほぼ毎年受けていることが判明した。したがって、この被害割合

が減少するかどうかを指標にすることで、飛砂や強風による被害が軽減したかどうかを測るものとす

る。なお、海岸保全林の飛砂効果は、植栽後比較的早期に発現するが、防風効果に関しては、ある程

度の樹高生長が確保されないとその効果を実感できない傾向がある。 

一方、本プロジェクトの全期間は都合 25 年間であるため、他の一般的なプロジェクトのように、

プロジェクト終了後に評価を行うことは現実的でない。そこで、本プロジェクトでは、我が国の無償

資金協力の投入が地元住民の記憶に十分留まっており、かつ、防風・防砂効果が発現し始めると想定

できる時期として、本無償資金協力実施後 5 年目以降を評価のタイミングと設定する。基本設計時の

アンケート調査によって、強風および飛砂による被害を地域住民が想像以上に受けていたことが判明

した。 
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４-２ 課題・提言 

４-２-１ 相手国側の取り組むべき課題・提言 

プロジェクトの効果が発現・持続するために必要となる「ベ」国側の取り組むべき課題は以下のと

おりである。 

 

（１） 森林の維持管理 

プロジェクトの効果が発現し続けるためには、「ベ」国側による森林の維持管理の実施が重要な鍵

となる。PACSA の反省を踏まえ、本プロジェクトでは、工事開始前に森林の維持管理担当者（主に地

域住民による）を決めることとしたため、協力対象事業実施中の維持管理体制は強化されつつある。 

また、協力対象事業実施後の「ベ」国側による維持管理は、PACSA においても一定の評価があっ

た。ただし、協力対象事業実施後 5～10 年経過すると林冠がうっ閉した状態になり、その後の林木の

健全な育成のためには適切な除伐、間伐が必要となる。造成された海岸保全林は保護林に位置付けら

れ、間伐材、林産物、非木材産物の利用を享受できることから、長期にわたる合理的な森林管理計画

を立てる必要がある。 

また、対象地を含む「中南部沿岸地域」は、様々なセクターによる開発の波が押し寄せている場所

でもある。本プロジェクトで整備した保全林が、可能な限り長期間、保全林としての機能を高次元で

発揮していくために、適切な維持管理と利用方法に関して、今後、関係機関と協議を深める必要があ

る。これは、他の開発に伴う一部の土地転用手続き方法も含めて検討されるべきである。 

 

（２） 海岸保全林造成技術の普及 

本プロジェクトの上位計画は「500 万 ha 森林造成国家計画」であり、その中で海岸保全林の造成の

目標は、「ベ」国全体で 10 万 ha となっている。PACSA および本プロジェクトで造成する海岸保全

林の林班面積を合計しても 4,500 ha 超に過ぎず、目標の達成のためには、本プロジェクトで採用し、

実施中にさらに現地に即した改良を加えた技術を用いて、「ベ」国内で同様の案件が継続的に実施さ

れていく必要がある。 

本業務においては、効果的なソフトコンポーネント計画の実施が困難であると予測されたため、そ

の採用が見送られた経緯があり、啓蒙普及活動はすべて「ベ」国側の分担事項となっている。したが

って、本プロジェクトのモデル性が高次元に発揮されるためには、「ベ」国側による普及活動および

計画立案能力が問われることとなる。 

 

４-２-２ 技術協力・他ドナーとの連携 

PACSA も併せ、本業務においても、長期・短期専門家や海外青年協力隊員の派遣、プロジェクト

方式技術協力等の各種技術協力に関して、その必要可能性を検討し続けてきたが、いずれの協力にも

内容がそぐわないとして採用を見送ってきた経緯がある。本プロジェクトのような大規模一斉植林プ

ロジェクトでは、植栽後の森林の維持管理や病虫害対策等が主な活動内容として挙がるが、これらの
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活動だけで技術協力を実施するのはかなりの無理がある。「ベ」国側では、PACSA においても一定の

維持管理業務を実施しており、彼らから希望が出ているのは、成長不良林の改善策や病虫害対策等に

必要な資金の協力であり、技術的側面での協力要請はない。 

現時点で可能性が残されているのは、対象地周辺での農村開発分野での技術協力である。本プロジ

ェクトで造成した海岸保全林をどのように活用していくかを、森林・林業分野だけでなく、農業・水

産業・灌漑・医療保健・貧困対策・産業開発・ジェンダー等を含めた総合的な地域開発の視点で整理

していくというものである。 

いずれにしても、今後、プロジェクトを実施していく中で、先方政府との協議を重ね、どの分野で

日本が協力できるか、対象を絞り込んでいく必要がある。 

一方、他ドナーとの連携に関しては、様々な提言が可能である。「1-1 当該セクターの現状と課題」

で触れたとおり、現在のところ、山間部が WB、KfW、JBIC 等による森林造成で、海岸付近は日本の

無償資金協力で実施するという方針がドナー間で調整されている。しかしながら、日本の無償資金協

力はモデル性の提示が本来の目的のひとつであるため、今後も引き続き本事業をフェーズ 2、3 と重ね

ていくのには無理がある。また、事業の実効性や技術的な側面での課題は、本プロジェクトの実施に

より、かなりの部分が解決できるものと考えられるため、たとえば、小規模 AR-CDM 事業と絡めた有

償資金協力や民間植林会社独自参入による保全林造成等の実施も可能であると推測する。 

「ベ」国での海岸保全林の造成が拡大・普及するために、本プロジェクトの実施に際し、こういっ

た視点での橋渡しをどう実現していくかを検討し続ける必要がある。 
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４-３ プロジェクトの妥当性 

 

「表 ４-２ 本プロジェクトの妥当性の検討」のとおり、様々な角度から本プロジェクト実施の妥当

性を検討した結果、程度の差こそあれ、すべての項目でその妥当性が確認できた。 

表 ４-２ 本プロジェクトの妥当性の検討 

番号 検討項目 検討内容 

01  プロジェクト目標と上位

目標の指し示す方向性

は、「ベ」国政策と合致

するか。 

① プロジェクト目標である海岸保全林の造成による住環境の改善

は、「ベ」国の「第8 次国家開発5 ヵ年計画（2006～2010 年）」

における社会経済開発や貧困削減に対し間接的に貢献するも

のである。 
② 上位目標である海岸保全林造成の普及が図られることは、「ベ」

国の林野行政政策の中心的存在である「500 万ha 森林造成国

家計画」に直接的に貢献するものである。 

02  同方向性は、対象地方省

のニーズと合致するか。 
対象3 省はいずれも、海岸地域の安定化を図るため、もともと海岸

保全林の造成に力を入れてきた経緯があり、本プロジェクトの方向

性と省のニーズとは一致している。 

03  同方向性は、対象地周辺

の住民ニーズと合致する

か。 

① 住民アンケート結果によると、飛砂、強風、砂の移動等による

被害を受けている住民は、全体の59～88 % に達し、環境改善

を求める声が非常に高かった。 
② 同アンケートにおいて、植林事業の必要性や参加協力に関して

も高い賛同を得ている。 

04  同方向性は、日本の「ベ」

国援助政策の方針と合致

するか。 

① 日本の「対ベトナム国別援助計画」においても、「環境」、特

に「森林保全・回復についての支援に重点的に取り組む」とあ

り、また、「生物多様性の保全に係る支援を検討する」との記

載がある。 
② 同じく、「農業・農村開発」においても、「生活・生産インフ

ラの整備・管理に係る支援に重点的に取り組む」とある。 

05  プロジェクトの裨益対象

が、貧困層を含む一般国

民であるか。また、その

数がかなりの多数である

か。 

① 本プロジェクトのターゲットグループは、対象海岸砂地周辺の

住民（ 農漁村民）であり、住民アンケート調査においては、

貧困層は明確に表れなかったが、多くの貧困層を含んでいると

推測できる。 
② 本プロジェクトの裨益効果は、ターゲットグループが直接的に

享受するものであり、その受益者数は計58,368 人である。 

06  プロジェクトの目標が人

間の安全保障の観点か

ら、BHN や教育・人造り

に合致するか、若しくは、

民生の安定や住民の生活

改善のために緊急的に求

められているプロジェク

トであるか。 

① 本プロジェクトの実施による住環境の改善は、地域住民にとっ

て喫緊の要望であり、現地のBHN に合致している。また、本

プロジェクトの実施による飛砂等の被害軽減ならびに貧困削

減および津波被害軽減等への間接的貢献により、人間の安全保

障に対しても一定の働きかけが可能である。 
② 飛砂、強風、砂の移動等による被害は深刻な状態にあり、本プ

ロジェクトによる生活環境の改善は、緊急を要するものであ

る。 

07  被援助国が原則として独

自の資金と人材・技術で

運営・維持管理を行うこ

① PACSA においても、「ベ」国側によるプロジェクトの運営・

維持管理は比較的円滑に進められた経緯がある。 
② PACSA の森林の維持管理については、問題点もいくつか指摘
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番号 検討項目 検討内容 

とができ、過度に高度な

技術を必要としないか。 
されている（ 事業実施中の維持管理不足、事業終了後の小規

模な違法伐採等）が、全体的には良好に実施されている。 
③ 本プロジェクトにおいては、PACSA の反省を踏まえた対策を

とっていることから、事業の運営・維持管理および森林の維持

管理がハイレベルで実施されることが期待されている。 
④ 植林、保育、育苗方法などの、本プロジェクトの基本コンポー

ネントに関しては、「ベ」国側の技術水準は十分なレベルにあ

る。 
⑤ 本プロジェクトで採用する新技術の一部は、「ベ」国でまった

く新たに導入されるものも含まれているが、地元産で廉価な資

材の採用、普通作業員クラスでも扱いやすい平易な構造、維持

管理も容易かつ安価にできる等、特別に高度な技術は必要とし

ないものとなっている。 

08  当該国の中・長期的開発

計画の目標達成に資する

プロジェクトであるか。 

上記01 に準ずる。 

09  プロジェクトの収益性は

低いものであるか。 
① 本プロジェクトで造成する森林は、経済林ではなく保全林であ

り、基本的に禁伐対象地である。 
② プロジェクト対象地の自然条件は極めて劣悪であり、森林の成

長や更新もあまり期待できないことから、木材や特用林産物に

よる収益性はほとんど期待できず、薪や枝葉等の有機物の供給

程度の活用に限定される。 

10  環境社会面で負の影響が

ないか、負の影響を排除

するための何らかの措置

がとられているか。 

① 「２-２-３ 環境社会配慮」のとおり、本プロジェクトはJICA 環
境社会配慮ガイドラインにおけるカテゴリー分類でC となっ

ており、負の影響を与えるおそれは極めて低い。 
② 本プロジェクトの各種工事により、一時的に負の影響を及ぼし

うる項目としては、工事車輌による雨季のアクセス道路の泥濘

化、作業員の一時的な大量雇用等が考えられるが、いずれも基

本計画および実施の留意事項等で対策を講じている。 
③ アンケート調査の実施により、個体数は激減しているものの対

象地のごく近隣においてウミガメの産卵が確認されたため、産

卵場所を確保する目的で、前砂丘より汀線側での工事を実施し

ない計画とした（植栽付帯工や一時的な作業道利用等） 。 

11  我が国の無償資金協力の

制度により、特段の困難

なくプロジェクトが実施

可能であるか。 

本プロジェクトの実施に特段の困難はない。 
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４-４ 結論 

「ベ」国中南部の海岸部では、長年にわたって強風や飛砂による被害が持続的に発生しており、地

域住民の生活に深刻な影響を及ぼしている。 

このような状況から、「ベ」国中南部地域の Quang Nam 省、Quang Ngai 省、Binh Dinh 省および

Khanh Hoa 省の 4 省における海岸地域の植林について、我が国に無償資金協力の要請がなされたもの

である。 

要請を受けて行われた予備調査では、(i) 実施スキームは対象地からの収入の見込みがないことから

無償資金協力が該当、(ii) 中南部の海岸砂地は他のドナーの該当なし、(iii) 海岸砂丘周辺の飛砂・流砂

被害防止のため緊急対応が必要、といった妥当性が報告されている。 

しかし、現地調査実施期間中に Binh Dinh 省のチタン鉱山開発が本事業と大きく重なる事が判明し、

同省を事業対象から除外した。現地調査では、国家プロジェクトとの整合性、我が国の無償資金協力

スキームでの実現可能性、事業実施による裨益効果、植栽対象地の確定、造成森林の適正な維持管理、

「ベ」国側の技術水準などの事項についての調査を行い、関係機関との協議を行った。 

その結果は、「プロジェクトの効果」、「プロジェクトの課題と提言」、「プロジェクトの妥当性」

として既述したとおりであり、本事業を我が国の無償資金協力で実施することは、妥当性が非常に高

くかつ大変有効である。





 
 
 
 

資 料 
 

1. 調査団員・氏名 
2. 調査行程 
3. 関係者（面会者）リスト 
4. 討議議事録（M/D） 

 



1. 調査団員・氏名 
 

(1) 基本設計調査団 

氏 名 担当分野 所 属 

〔官団員〕 

東城  康裕 総括 独立行政法人国際協力機構 

JICA ベトナム事務所次長 
尾崎 由博 計画管理 独立行政法人国際協力機構 

無償資金協力部 業務第3グループ 
農漁村開発チーム 

〔コンサルタント団員〕 

山崎 秀人 業務主任/  
森林管理計画 

国際航業株式会社 

畠山 晃 

 

植林計画I / 
施設計画 

国際航業株式会社 

山崎 典和 植林計画II /  
自然条件調査 

国際航業株式会社 

藤井 稔 施工計画・積算 国際航業株式会社 

布施 好子 調査補助（通訳） 国際航業株式会社 

 
(2)事業化概要説明調査団 

氏 名 担当分野 所 属 

〔官団員〕 

東城  康裕 総括 独立行政法人国際協力機構 

JICA ベトナム事務所次長 
尾崎 由博 計画管理 独立行政法人国際協力機構 

無償資金協力部 業務第3グループ 
農漁村開発チーム 

〔コンサルタント団員〕 

山崎 秀人 業務主任/  
森林管理計画 

国際航業株式会社 

畠山 晃 

 

植林計画I / 
施設計画 

国際航業株式会社 

布施 好子 調査補助（通訳） 国際航業株式会社 

 



2. 調査行程 
(1) 事業課調査工程 

JICA 山崎秀人 畠山　晃 山崎典和 藤井　稔 布施好子

業務主任／森林管理計画 植林計画Ⅰ／施設計画 植林計画Ⅱ／自然状況調査 施工計画／積算 通訳

20 Feb. Wed

21 Feb. Thu

22 Feb. Fri

23 Feb. Sat

24 Feb. Sun

25 Feb. Mon

26 Feb. Tue 測量成果の確認
 (Quang Nam省)

27 Feb. Wed Quang Ngai省へ移動
（陸路）

28 Feb. Thu
Binh Dinh 省へ移動
9:00  DARD表敬・協議
（於Quy Nhon市内）

移動 （成田 ⇒ Hanoi）

29 Feb. Fri DARD & 省人民委員会
と協議

JICA事務所表敬
大使館表敬

MARD (ICD/FPMB)表敬

1 Mar. Sat 移動：Quy Nhon ⇒
Tam Ky

移動 (Hanoi ⇒ Da Nang ⇒
Tam Ky)

2 Mar. Sun 現地調査 （Quang Nam省
内）

3 Mar. Mon
３省（Quang Nam, Quang

Ngai, Binh Dinh）のDARDと
協議、

4 Mar. Tue Quang Nam省のDARD
と協議

大使館と協議

5 Mar. Wed MARDと協議
6 Mar. Thu MARDと協議

7 Mar. Fri M/D署名立会い、大使館、
JICA事務所へ報告

8 Mar. Sat 帰国（成田） 資料整理 資料整理

9 Mar. Sun 移動（Hanoi⇒Da Nang
⇒ Tam Ky） Hanoi 出発

10 Mar. Mon 帰国 （成田）
11 Mar. Tue

12 Mar. Wed 作業道調査
（Quang Nam省）

13 Mar. Thu 事業紹介看板調査
（Quang Nam省）

14 Mar. Fri 事業紹介看板調査
（Quang Nam省）

監視塔調査
（Quang Nam省）

15 Mar. Sat 監視塔調査
（Quang Nam省）

16 Mar. Sun
17 Mar. Mon Quang Nam省Thang

Binh県人民委員会への
18 Mar. Tue Quang Nam省DARDへ

の報告
19 Mar. Wed
20 Mar. Thu
21 Mar. Fri Quang Ngai省Duc Pho

県人民委員会への説明

監視塔調査
（Quang Ngai省） 図面精査

作業道調査
（Quang Ngai省）

22 Mar. Sat Quang Ngai省DARDへ
の報告

監視塔調査
（Quang Ngai省） 図面精査

作業道調査
（Quang Ngai省）

23 Mar. Sun
24 Mar. Mon
25 Mar. Tue
26 Mar. Wed
27 Mar. Thu

28 Mar. Fri

29 Mar. Sat

資料整理

空路：成田→Hannoi
10:30 JICA事務所表敬
11:00 日本大使館表敬
13:30 農業地方開発省（MARD) International Cooperation Board (ICD)表敬・協議

14:00 農業地方開発省森林局と協議(FD)

移動 （Hanoi⇒ Da Nang ⇒Tam Ky）
Quang Nam省農業地方開発部 （DARD）表敬・協議

測量成果の確認 (Quang Nam省)

測量成果の確認 (Quang Nam省)

Quang Ngai省へ移動（陸路）
14:00  Quang Ngai省DARD 表敬・協議

測量成果の確認 (Quang Ngai省)

移動 （Da Nang ⇒ Hanoi） Quang Ngai省内の事業対象地区の確認

9:00 JICA事務所表敬
10:30 大使館表敬
14:00 MARD (ICD/FPMB)表敬

Quang Ngai省内の事業対象地区の確認

移動 （Hanoi ⇒ Da Nang ⇒ Tam Ky） 移動 （Qang Ngai省 ⇒ Binh Dinh省 Quy Nhon）

現地調査 （Quang Nam省内） 測量成果の確認 （Binh Dinh省内）

３省（Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh）のDARDと協議、
移動（Da Nang ⇒ Hanoi） Binh Dinh省内の事業対象地区の確認

大使館と協議 移動 （Quy Nhon ⇒ Tam Ky）

MARDと協議 Quang Nam省内の事業対象地区の確認
MARDと協議 Quang Nam省内の事業対象地区の確認

M/D署名立会い、大使館、JICA事務所へ報
告

Quang Nam省内の事業対象地区の確認

Quang Nam省内事業対象地区の林小班調査

Quang Nam省内事業対象地区の林小班調査
Quang Nam省内事業対象地区の林小班調査

移動 （Quang Ngai ⇒ Quang Nam ⇒ Da Nang）
移動 （Da Nang ⇒ Hanoi）

MARD報告

既存植生調査（Quang Nam省事業対象地区内）

既存植生調査（Quang Nam省事業対象地区内）

既存植生調査（Quang Nam省事業対象地区内）

事業紹介看板調査（Quang Nam省）

既存植生調査（Quang Nam省）

既存植生調査（Quang Nam省）

事業紹介看板調査 (Quang Ngai)
事業紹介看板調査 (Quang Ngai)

資料整理

大使館報告、JICA報告、 MARD報告 (ICD/Forestry Projects Management Board)
移動 （Hanoi発）
帰国 （成田）  



(2) 事業化概要説明調査工程 
  JICA コンサルタント 

19 May Mon 成田→ハノイ 

20 May Tue ＭＡＲＤ協議 

21 May Wed 移動、サイト調査 

22 May Thr サイト調査 

23 May Fri サイト調査 

24 May Sat 

 

サイト調査 

移動 成田⇒Hanoi 移動 サイト⇒Hanoi  
25 May Sun 

団内打合せ 

26 May Mon 大使館表敬、ＪＩＣＡ表敬、ＭＡＲＤ協議 

27 May Tue ＭＡＲＤ協議 

ＭＡＲＤ協議、ミニッツサイン、大使館報告 
28 May Wed 

移動 Hanoi 発⇒ 調達調査 

29 May Thr ⇒成田着 調達調査、移動 Hanoi⇒ 

30 May Fri  ⇒成田着 



３．関係者（面会者）リスト 
（敬称略） 

(1) 事業化調査時 

〔ハノイ〕 

○ 農業地方開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development：MARD） 
・Forestry Department 

Deputy Director General    PHAM MINH THOA 
      PHAM MANH CUONG 
JICA 専門家     井上 幹博 
Secretary for JICA Expert    DO THU THUY 

・International Cooperation Department:ICD 
Deputy Director General    HOANG THI DZUNG 
Management Board for Forestry Project, MBFP 
Deputy Director     PHAN THANH NGO 
ICD Program Officer    NGUYEN ANH MINH 

○ 在ベトナム日本国大使館 
二等書記官      由谷 倫也 

○ JICA ベトナム事務所 
次長      東城 康裕 
所員      小島 英子 
 

〔Quang Nam 省〕 

○ 農業地方開発部（Department of Agriculture and Rural Development：DARD） 
Vice Director      PHAN VAN HAU 

・Planning and Finance Division 
Vice Director     LE MINH HUNG 

・Financial Section 
Deputy Chief     LEMINH HUNG 

・Forestry Development Division 
Vice Director      TRAN THANH BINH 
Specialist      NGUYEN ANH QUOC 

・Preparation Board of Transmigration 
Vice Director     TRAN CONG TAM 
Specialist     TRINH SUAN AN 

HOANG CHAU SON 
 

○ Natural Resources and Environment Division 



Director     LUU VAN TUYEN 
Survey Engineer    HA NGOC DAI 
Survey Specialist    PHAN TAN NGHIA 
 

○ タンビン県人民委員会（People’s Committee of Thang Binh District） 
・Foreign Economic Relation Division 

Chief     NGUEN VAN HUONG 
Staff      NGUYEN BAO ANH 

LE VAN HUNG 
      

○ タムキー市人民委員会（People’s Committee of Tam Ky City） 
Vice Chairman     TRAN NAM HUNG 

・Economical Section 
Chief     HO HUY QUYNH 
Technician     PHAM PHU CAN 

・Financial Planning Section 
Deputy Chief     NGUYEN DUY AN 
 

○ ビン・ミン村（Binh Minh Commune） 
Vice Director     CAO XUAN TAN 

・Landuse Division 
Staff      NGUYEN VAN HUNG 
Staff      NGUEN VAN THIEP 

・Forestry Protection Division 
Staff      NGUYEN THAN THANH 

○ ビン・ダオ村（Binh Dao Commune） 
Deputy Chairman    TRAN CONG HON 
In-charge of the Transportation and Water  NGUYEN THE VINH 
Economy Officer    BUI TRUONG 
Land Officer     VO KHAC LAM 

 
○ ビン・ハイ村（Binh Hai Commune） 

Deputy Chairman    LE VAN HUNG 
・Economy Section 

Land Officer     HO VAN CHUNG 
NGUYEN HIEP 

 
 
〔Quang Ngai 省〕 



○ 農業地方開発部（Department of Agriculture and Rural Development：DARD） 
Director of APSA    NGO VAN HOA 
Specialist      TRAN KIM NGOC 

LE GIAO LE 
Staff      NGUYEN HOANG NGUYEN VU 
      TRAN VAN MINH 
      HO TRUONG PHU 
      TRAN THANH NAM 
      NGUYEN ANH TUAN 

・Agriculture and Rural Development Consulting Center 
Director     LE HUU 
Head of Survey Engineering Division  NGUEN TIN 
Deputy Head of Survey Engineering Div.  NGUEN THANH HAI 
Engineer     NGUYEN QUOC PHAP 

LUONG THANH TRUC 
・Accountant Division 
       LE HOAI LAM 

○ ダックフォー県（Duc Pho District） 
・People’s Committee 

Forestry Engineer    PHAM VU TAN 

・Consultative Centre of Duc Pho Agriculture and Rural Development 
       NGO HOA 

○ フォーチャウ村（Pho Chau Commune） 
Staff of Land and Construction   NGUYEN HONG LOAN 
Staff of the Traffic – Water System-Agriculture-Forestry-Farming and Fishery 
      PHAM THE DIEN 
Technical Staff    PHAM CONG CUONG 

○ フォーアン村（Pho An Commune） 
・Land Use Division  

Staff      NGUYEN XUAN THANG 
○ フォービン村（Pho Vinh Commune） 
・Land Use Division  

Staff      NGUYEN VAN BAY 
 

○ フォーカン村（Pho Khanh Commune） 
Director     LO DONG DAN 

・Land Use Section     PHAM KIM DANH  
 

〔Binh Dinh 省〕 

○ 農業地方開発部（Department of Agriculture and Rural Development：DARD） 



Vive Director     PHAN TRONG HO 
・ Planning Division 

Chief of Accountant Office   DUONG THUONG DUNG 
Expert     HOAUNG XUAN BINH 
Engineer     LE BA THUA 
Survey Engineer    TU CONH LY 

・Forestry Development Division 
Director      NGUYEN THE DUNG 
Chief of Technical Design    TRAN AN 
Design Team Expert    TRAN QUOC HY 
Forestry Engineer    NGUYEN LE HOAN VU 
Staff      NGUYEN THANH KHAM 

・Water Resources and Mines, Department of Natural Resources and the Environment 
Director     HUYNH QUANG VINH 

○ フーミー県（Phu My District） 
・Agricultural Office  

Deputy Chief     PHAN TAN 
・District Accountancy  

Staff      LE HOAI LAM 
・People’s Committee 

Specialist     LE VAN DUNG 

 



(2) 事業化概要説明調査時 

○ 農業地方開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development：MARD） 
・International Cooperation Department:ICD 

Deputy Director General    HOANG THI DZUNG 
Management Board for Forestry Project, MBFP 
Deputy Director     PHAN THANH NGO 
ICD Program Officer    NGUYEN ANH MINH 

・Forestry Department 
JICA 専門家     井上 幹博 
 

○ 在ベトナム日本国大使館 
二等書記官      由谷 倫也 

○ JICA ベトナム事務所 
所長      中川 寛章 
所員      小島 英子 
所員     HOANG THU THUY 
 



4. 討議議事録（M/D） 
 

 

(1) March 7th 2008 

Minutes of Discussions on the Implementation Study on the Afforestaion Project on Sandy Area 

in the Socialist Republic of Vietnam 



 





 



 



 



 





 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

(2) May 26th 2008 

 

Minutes of Discussions on the Implementation Study on the Afforestaion Project on Sandy Area in 

the Socialist Republic of Vietnam (Explanation on Draft Report) 
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